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令
和
３
年
度
施
工
状
況 

ト
イ
レ 

８Ｍ-６号線 

＜凡例＞ 

R3施工予定箇所 

施工済み箇所 

宅地造成箇所 

開通済み道路 

駅西公園 

●
（都
）桃
園
平
松
線 

 
水
窪
深
良
線
と
交
差
す
る

西
側
を
令
和
3
年
11
月

24
日
に
開
通
し
ま
し
た
。 

西
側
の
開
通
に
よ
っ
て
、

水
窪
深
良
線
か
ら
平
松
新

道
線
ま
で
の
通
行
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。 

●
（区
）
8

M-

6
号
線 

裾
野
駅
前
広
場
か
ら
（区
）

8

M-

8
号
線
へと
つ
な
が

る
（区
）
8

M-

6
号
線
の
工

事
が
完
了
し
ま
し
た
。 

 

８ 

Ｍ -
 

８ 

号 

線 

13 街区 

●
宅
地
造
成
工
事 

13
街
区
の
一
部
、
17
街
区
の

一
部
、
23
街
区
の
一
部
、
30
街

区
の
一
部
の
宅
地
造
成
工
事

を
し
ま
し
た
。 

現
在
、
24
街
区
の
一
部
、

29
街
区
の
一
部
の
宅
地
造
成

工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。 

29 街区 

●
水
窪
深
良
線 

 

現
在
、
歩
道
整
備
お
よ
び 

拡
幅
工
事
を
し
て
い
ま
す
。
引

き
続
き
、
工
事
を
進
め
ま
す
。 

＜（都）桃園平松線＞ 

＜（区）8M-6号線＞ 

令
和
３
年
12
月
時
点
の
施
工
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 



 ●
第
23
回
仮
換
地
指
定 

 

令
和
3
年
11
月
29
日(

月)

に
、 

第
47
回
区
画
整
理
審
議
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。 

今
回
の
審
議
会
で
は
第
23
回
仮
換

地
指
定
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、

「原
案
の
と
お
り
指
定
し
て
差
し
支
え

な
い
。
」と
の
答
申
を
受
け
ま
し
た
。 

今
後
、
仮
換
地
指
定
通
知
を
対
象

地
権
者
へ送
付
し
ま
す
。 

 

●
そ
の
他
の
施
工
状
況 

平
松
新
道
線
の
歩
道
の
一
部
を

整
備
し
ま
し
た
。 

今
後
、
小
柄
沢
川
河
川
改
修

工
事
、
（区
）
6

M-
3
号
線
の

一
部
、
（区
）
6

M-

5
号
線
の

一
部
、平
松
新
道
線
の
歩
道
の
築

造
工
事
を
進
め
ま
す
。 

土
地
区
画
整
理
法
第
129
条
で
は
、

区
画
整
理
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地

等
に
つ
い
て
、
権
利
の
有
す
る
者
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
新
権
利
者
に
全

て
の
権
利
義
務
が
継
承
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

売
買
な
ど
で
権
利
者
が
変
更
に
な

る
場
合
は
、
換
地
処
分
後
に
買
主
と

売
主
の
ど
ち
ら
が
清
算
金
を
負
担
・

受
領
す
る
か
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
な
い

よ
う
に
、
契
約
時
に
、
特
別
に
取
り
決

め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
で
す
。 

ま
た
、
相
続
時
に
お
い
て
も
同
様
で

す
。
清
算
金
の
負
担
が
必
要
な
場
合

は
、
換
地
処
分
後
に
相
続
し
た
人
に

対
し
て
清
算
金
負
担
の
義
務
が
継
承

さ
れ
ま
す
の
で
、
予
め
話
し
合
っ
て
お

く
な
ど
、
注
意
が
必
要
で
す
。 

 

  

土
地
区
画
整
理
事
業
で
は
、
仮
換

地
指
定
を
受
け
る
な
ど
し
た
場
合
、

現
在
あ
る
建
物
や
工
作
物
、
樹
木
な

ど
を
施
行
計
画
に
合
わ
せ
て
移
転
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

・移
転
の
流
れ 

①
物
件
調
査
及
び
補
償
金
の
算
定 

専
門
業
者
に
よ
る
物
件
調
査
を
実

施
し
、
移
転
に
か
か
る
補
償
金
を

損
失
補
償
基
準
等
に
の
っ
と
り
算

定
し
ま
す
。 

②
補
償
金
等
の
説
明 

算
定
さ
れ
た
補
償
金
に
つ
い
て
物
件

所
有
者
に
個
別
に
説
明
を
し
ま
す
。 

③
補
償
契
約
の
締
結 

 

市
と
物
件
所
有
者
の
間
で
移
転
補
償

契
約
を
締
結
し
ま
す
。 

④
建
物
等
の
移
転 

移
転
補
償
契
約
締
結
後
、
物
件
所

有
者
は
期
日
ま
で
に
従
前
地 

（移
転
前
に
お
使
い
の
土
地
）を
更

地
に
し
て
、
裾
野
市
に
引
き
渡
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
※
更
地
に
す
る

際
に
は
浄
化
槽
や
建
物
の
基
礎
等

の
撤
去
も
必
要
に
な
り
ま
す 

・仮
換
地
の
引
き
渡
し 

仮
換
地
の
造
成
後
、
裾
野
市
か
ら

使
用
収
益
開
始
日
の
通
知
と
い
う

手
続
き
を
経
て
、
土
地
所
有
者
に

仮
換
地
を
引
き
渡
し
ま
す
。
引
き

渡
し
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
事
業
の
施
行

計
画
に
よ
り
、
物
件
所
有
者
ご
と

に
異
な
り
ま
す
。 

●
移
転
後
の
住
所
地
番 

仮
換
地
先
の
住
所
地
番
は
、
区
画

整
理
事
業
終
了
段
階
で
新
た
に
地
番

を
振
り
、
市
が
登
記
し
ま
す
（区
画

整
理
登
記
）。 

そ
れ
ま
で
は
、
仮
換
地
移
転
後
も

従
前
の
住
所
地
番
を
引
き
続
き
使

用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

●
移
転
と
補
償 

●
土
地
の
売
買
・
相
続
に
よ
る 

清
算
金
ト
ラ
ブ
ル 

 


